
提

出

者

保

坂

展

人

平
成
十
五
年
三
月
六
日
提
出

質

問

第

三

四

号

刑
務
官
に
よ
る
受
刑
者
暴
行
死
傷
事
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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刑
務
官
に
よ
る
受
刑
者
暴
行
死
傷
事
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

刑
務
官
に
よ
る
受
刑
者
へ
の
暴
行
事
件
が
次
々
に
発
覚
し
て
い
る
。
検
察
の
捜
査
で
、
少
な
く
と
も
二
人
の
命
が
奪
わ
れ
、

一
人
が
重
傷
を
負
わ
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
手
口
は
消
防
用
の
ホ
ー
ス
で
強
圧
水
を
浴
び
せ
た
り
、
革
手
錠
に
よ

り
必
要
以
上
に
締
め
上
げ
る
な
ど
の
リ
ン
チ
だ
っ
た
。
現
在
、
全
国
の
受
刑
者
や
元
受
刑
者
か
ら
暴
行
を
受
け
た
と
訴
え
が
相

次
い
で
い
る
。
最
近
で
は
、
昨
年
七
月
に
革
手
錠
の
使
用
に
よ
り
大
け
が
を
し
た
受
刑
者
が
今
回
、
刑
務
官
を
告
訴
し
た
こ
と

で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
刑
務
所
問
題
は
根
が
深
く
、
矯
正
行
政
全
体
、
法
務
省
全
体
の
改
革
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
の

通
り
質
問
す
る
。
国
会
法
所
定
の
期
限
を
踏
ま
え
て
誠
意
あ
る
答
弁
を
速
や
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
致
死
罪
の
公
訴
時
効
は
何
年
か
。

（
�
）

同
罪
の
公
訴
時
効
が
成
立
し
て
い
な
い
期
間
内
に
お
い
て
全
国
の
行
刑
施
設
や
少
年
院
で
受
刑
者
が
死
亡
し
た
事

例
に
つ
い
て
、
施
設
名
、
死
亡
し
た
受
刑
者
の
性
別
、
年
齢
、
罪
名
（
少
年
院
の
場
合
は
非
行
事
実
）
、
確
定
判
決

（
少
年
院
の
場
合
は
家
裁
の
決
定
）
、
死
亡
の
経
緯
を
す
べ
て
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

こ
れ
ま
で
行
刑
施
設
や
少
年
院
で
受
刑
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
、
調
査
し
て
き
た
の
か
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



（
�
）

こ
れ
ま
で
行
刑
施
設
や
少
年
院
で
受
刑
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
法
務
大
臣
に
報
告
し
て
き
た
か
。

（
�
）

刑
務
官
の
採
用
に
当
た
り
、
ど
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
て
き
た
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

刑
務
官
の
昇
進
、
研
修
制
度
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。
特
に
受
刑
者
の
人
権
擁
護
等
の
観
点
で
暴
行

リ
ン
チ
な
ど
が
お
こ
ら
な
い
よ
う
に
人
事
考
課
や
研
修
は
適
切
に
行
な
わ
れ
て
き
た
の
か
。

（
�
）

現
在
の
法
務
省
矯
正
局
長
は
検
事
だ
が
、
な
ぜ
検
事
が
法
務
省
矯
正
局
長
を
務
め
て
い
る
の
か
。
検
事
以
外
の
矯

正
現
場
の
人
材
が
局
長
に
就
任
し
責
任
あ
る
運
営
が
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

（
�
）

歴
代
の
法
務
省
矯
正
局
長
で
、
判
事
や
検
事
の
資
格
を
持
た
な
い
人
は
い
た
か
。
な
ぜ
長
期
に
わ
た
り
局
長
ポ
ス

ト
を
検
事
が
務
め
て
き
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
根
拠
法
令
、
規
則
な
ど
は
存
在
す
る
か
。

（
�
）

受
刑
者
か
ら
監
獄
法
所
定
の
「
情
願
」
が
提
出
さ
れ
た
場
合
、
法
務
大
臣
は
目
を
通
し
て
き
た
か
。

（
��
）

目
を
通
し
て
こ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
か
。
監
獄
法
七
条
や
監
獄
法
施
行
規
則
四
条
の
規
定
に
従
え
ば
、
法

務
大
臣
自
ら
が
裁
決
す
べ
き
案
件
で
は
な
い
か
。

（
��
）

政
府
は
行
刑
施
設
や
少
年
院
の
受
刑
者
の
人
権
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

（
�	
）

行
刑
施
設
や
少
年
院
の
受
刑
者
の
人
権
侵
害
を
防
ぐ
た
め
、
法
令
は
ど
の
よ
う
な
規
定
を
置
い
て
い
る
か
。

二



（
��
）

行
刑
施
設
で
暴
行
死
傷
事
件
が
相
次
ぎ
、
し
か
も
行
刑
施
設
や
少
年
院
の
受
刑
者
の
人
権
侵
害
を
防
ぐ
た
め
の
規

定
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
き
た
法
務
省
に
、
人
権
擁
護
法
案
所
定
の
人
権
委
員
会
を
置
く
こ
と
は
適
切
か
。

（
��
）

名
古
屋
刑
務
所
の
革
手
錠
に
よ
る
リ
ン
チ
事
件
が
発
覚
し
た
際
、
名
古
屋
刑
務
所
の
幹
部
は
事
実
を
隠
す
た
め
、

検
察
の
事
情
聴
取
で
口
裏
合
わ
せ
を
す
る
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
作
っ
て
い
た
と
報
じ
て
い
る
が
、
事
実

か
。

（
��
）

毎
日
新
聞
の
記
事
に
「
あ
る
検
察
幹
部
は
『
身
内
を
か
ば
う
隠
ぺ
い
体
質
は
根
深
い
。
一
般
の
常
識
が
通
用
し
な

い
世
界
だ
』
と
驚
く
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
政
府
は
常
識
が
通
用
し
な
い
世
界
を
ど
の
よ
う
に
改
革
し
て
い
く
つ

も
り
か
。

右
質
問
す
る
。

三


